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国
民
健
康
保
険
料
が
決
定

保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
納
入
通
知
書
を

6
月
15
日（
水
）発
送

平成28年度

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

現
況
届
は
6
月
30
日（
木
）ま
で
に
提
出
を

第
１
回
区
議
会
臨
時
会
が
開
会
さ
れ
る

第
１
回
区
議
会
臨
時
会
が
開
会
さ
れ
る

新 
正
・
副
議
長
等
を
選
出

新 
正
・
副
議
長
等
を
選
出

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

「
こ
ど
も
お
料
理
団
」

「
女
性
の
た
め
の
法
律
講
座
〜
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を
考
え
る
〜
」

議
長

堀
川
幸
志
（
自
民
）
77
歳

昭
和
54
年
か
ら
、
区
議
当
選
10
回
。

企
画
総
務
委
員
長
、
清
掃
港
湾
・
臨

海
部
対
策
特
別
委
員
長
、
議
会
運
営

委
員
長
、
議
員
選
出
監
査
委
員
等
を

歴
任
。
議
長
は
4
回
目
。

副
議
長

高
村
直
樹
（
公
明
）
63
歳

平
成
19
年
か
ら
、
区
議
当
選
3
回
。

企
画
総
務
副
委
員
長
、
清
掃
港
湾
・

臨
海
部
対
策
特
別
副
委
員
長
、
議
会

運
営
副
委
員
長
、
議
員
選
出
監
査
委

員
等
を
歴
任
。

※
敬
称
略
、
委
員
長
は
◎

副
委
員
長
は
○

常
任
委
員
会

◇
企
画
総
務
委
員
会
（
9
人
）

◎
高
橋
め
ぐ
み
（
自
民
）

〇
河
野

清
史
（
公
明
）

◇
区
民
環
境
委
員
会
（
9
人
）

◎
米
沢

和
裕
（
自
民
）

○
徳
永

雅
博
（
民
進
ク
）

◇
厚
生
委
員
会
（
9
人
）

◎
板
津

道
也
（
民
進
ク
）

○
赤
羽
目
民
雄
（
共
産
）

◇
建
設
委
員
会
（
8
人
）

◎
正
保

幹
雄
（
共
産
）

○
中
嶋

雅
樹
（
自
民
）

◇
文
教
委
員
会
（
9
人
）

◎
佐
竹
と
し
こ
（
公
明
）

○
豊
島

成
彦
（
自
民
）

議
会
運
営
委
員
会
（
11
人
）

◎
若
林
し
げ
る
（
自
民
）

○
磯
野

繁
夫
（
公
明
）

特
別
委
員
会

◇
清
掃
港
湾
・
臨
海
部
対
策
特
別
委

員
会
（
12
人
）

◎
榎
本

雄
一
（
自
民
）

○
細
田

勇
（
公
明
）

◇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
推
進
特
別
委
員
会
（
10
人
）

◎
佐
藤

信
夫
（
自
民
）

○
鈴
木

清
人
（
民
進
ク
）

◇
防
災
・
ま
ち
づ
く
り
対
策
特
別
委

員
会
（
10
人
）

◎
白
岩

忠
夫
（
民
進
ク
）

○
釼
先

美
彦
（
自
民
）

◇
医
療
・
介
護
保
険
制
度
特
別
委
員

会
（
10
人
）

◎
石
川

邦
夫
（
公
明
）

○
菅
谷

俊
一
（
共
産
）

議
員
選
出
監
査
委
員

星
野

博
（
自
民
）

福
馬
恵
美
子
（
民
進
ク
）

問
区
議
会
事
務
局
調
査
係

�（
3
6
4
7
）3
5
4
8

FAX（
3
6
4
7
）0
4
3
0

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
に
、
5
月
31
日
に
現

況
届
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
6
月
以

降
も
引
き
続
き
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
現
況
届
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
期
限
ま

で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

審
査
の
結
果
、
引
き
続
き
受
給
資

格
が
継
続
と
な
る
方
に
は
10
月
以
降

に
支
払
通
知
書
を
、
受
給
資
格
が
消

滅
と
な
る
方
に
は
8
月
以
降
に
受
給

資
格
消
滅
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

﹇
提
出
期
限
﹈6
月
30
日
（
木
）
必
着

﹇
提
出
書
類
﹈児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
、
児
童
育
成
手
当
現
況
届
※

記
入
漏
れ
・
必
要
書
類
の
添
付
漏
れ

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

﹇
提
出
方
法
﹈現
況
届
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
〒
135
―
8383
区
役
所
子
育
て

支
援
課
給
付
係
へ
郵
送
ま
た
は
窓
口

で
（
窓
口
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
）

※
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
の

み
、
豊
洲
特
別
出
張
所
内
子
育
て
支

援
課
窓
口
で
も
受
付
可
（
児
童
育
成

手
当
現
況
届
は
不
可
）

問
子
育
て
支
援
課
給
付
係

�（
3
6
4
7
）4
7
5
4

FAX（
3
6
4
7
）9
1
9
6

去
る
5
月
25
日
に
第
1
回
区
議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
、
正
副
議
長
選
挙
、

常
任
・
議
会
運
営
・
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
、
監
査
委
員（
議
員
選
出
）

の
選
任
同
意
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

委
員
構
成
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、
区
報
と
同
時
配
布
の
区
議
会
だ
よ

り
（
6
月
11
日
号
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

区
議
会
で
は
本
会
議
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
（
生
中
継
・
録
画
中

継
）
を
随
時
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲堀川幸志議長

▲高村直樹副議長

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
に
、
平
成
28
年
度
の
保
険
料
額

を
お
知
ら
せ
す
る
納
入
通
知
書
な
ど

を
6
月
15
日
（
水
）
に
世
帯
主
あ
て

に
発
送
し
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
決
定
前
に
国
保
の

資
格
を
喪
失
し
た
方
で
も
、
4
月
・

5
月
分
の
保
険
料
が
か
か
る
場
合
は
、

当
該
月
分
の
保
険
料
を
通
知
し
ま
す
。

保
険
料
の
算
定
方
法
や
納
入
通
知
書

の
見
方
な
ど
、
詳
細
は
同
封
の
「
国

保
だ
よ
り
（
6
月
）」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
へ
の
通
知
は
、
7
月
中

旬
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
と
送
付
書
類

﹇
普
通
徴
収（
納
付
書
・
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
の
方
）﹈

6
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
の
各
納

期
で
、
4
月
・
5
月
分
も
含
め
た
年

間
保
険
料
（
最
大
12
か
月
分
）
を
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
書
に
よ
る
お
支
払
い
の
世
帯

に
は
、
各
納
期
分
の
納
付
書
を
同
封

し
て
い
ま
す
。
毎
月
月
末
の
納
付
期

限
ま
で
に
、
納
付
書
で
保
険
料
を
お

支
払
い
く
だ
さ
い
（
月
の
末
日
が
金

融
機
関
等
の
休
業
日
に
あ
た
る
場
合

の
納
付
期
限
は
、
翌
営
業
日
と
な
り

ま
す
）。
金
融
機
関
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
お
支
払
い
い

た
だ
け
ま
す
。
詳
細
は
納
付
書
の
裏

面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
世
帯
に
は
、

納
入
通
知
書
の
み
を
お
送
り
し
ま
す
。

ま
た
、
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
日

は
、
納
付
期
限
と
同
様
で
す
。

﹇
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
お
支
払
い

の
方
）﹈

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
）
の
世
帯
の
保
険
料
は
世
帯
主
が

受
給
す
る
年
金
か
ら
保
険
料
が
差
し

引
か
れ
ま
す
。
差
し
引
か
れ
る
額
は
、

納
入
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
年
度
途
中
（
10
月
）
か
ら
特
別
徴

収
が
始
ま
る
世
帯
は
、
6
月
か
ら
9

月
ま
で
は
普
通
徴
収
に
よ
り
納
付
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

所
得
が
確
認
で
き
て
い
な
い
方
の

保
険
料
は
均
等
割
額
の
み
で
通
知

平
成
28
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入

し
た
方
や
税
の
申
告
が
遅
れ
た
方
の

保
険
料
は
、
均
等
割
額
（
加
入
者
全

員
に
か
か
る
保
険
料
）
の
み
で
通
知

し
ま
す
。
前
年
の
所
得
が
確
認
で
き

し
だ
い
、
変
更
し
た
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
す
。

問
﹇
保
険
料
計
算
に
関
す
る
問
合

先
﹈

医
療
保
険
課
収
納
管
理
係

�（
3
6
4
7
）8
5
2
0

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3

﹇
保
険
料
納
付
に
関
す
る
問
合
先
﹈

医
療
保
険
課
保
険
料
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
9

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3

こ
ど
も
お
料
理
団
（
全
3
回
）

小
学
生
対
象
の
お
料
理
講
座
で
す
。

ま
る
ご
と
一
匹
の
魚
介
類
、
葉
や
茎
、

皮
が
つ
い
た
ま
ま
の
野
菜
な
ど
、
普

段
触
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
食
材
を
活
用
し
ま
す
。
最
終
日
に

保
護
者
見
学
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

希
望
者
は
実
費
（
3
0
0
円
程
度
）

負
担
で
料
理
を
試
食
で
き
ま
す
。

時
7
月
10
日
・
17
日
・
24
日
（
日

曜
全
3
回
）
午
前
10
時
半
〜
午
後
1

時
半
場
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー
人
小
学
3
〜
6
年
生
24
人

（
全
3
回
参
加
で
き
る
方
、未
受
講
者

を
優
先
し
抽
選
）
費
2
、2
0
0
円

（
全
3
回
分
）
師
田
口
成
子
（
料
理

研
究
家
・
お
さ
か
な
マ
イ
ス
タ
ー
）

締
6
月
28
日
（
火
）
必
着

申
6
月
14
日
（
火
）
か
ら
電
話
、

窓
口
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
は
が
き
に

①
講
座
名
②
氏
名
・
フ
リ
ガ
ナ
③
学

年
④
性
別
⑤
保
護
者
名
⑥
郵
便
番
号

・
住
所
⑦
電
話
番
号
⑧
フ
ァ
ク
ス
番

号
を
記
入
し
、
〒
135
―
0011
扇
橋
3
―

22
―
2
（
パ
ル
シ
テ
ィ
江
東
内
）
男

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
へ
※
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
込
で
き
ま

す女
性
の
た
め
の
法
律
講
座

〜
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を
考
え
る
〜

親
権
、
養
育
費
、
慰
謝
料
、
面
会

交
渉
な
ど
、
こ
ど
も
連
れ
で
離
婚
を

考
え
る
と
き
に
必
要
な
法
律
知
識
の

基
礎
を
学
ぶ
講
座
で
す
。
今
後
の
生

活
の
見
通
し
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
個
別
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

時
7
月
14
日
（
木
）
午
後
2
時
〜

4
時
場
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー
人
女
性
30
人
（
抽
選
）
費

無
料
師
菊
地
初
音
（
プ
リ
ズ
ム
法

律
事
務
所
弁
護
士
）
保
幼
児（
1
歳

6
か
月
〜
就
学
前
）
10
人
程
度
（
無

料
・
申
込
時
要
予
約
）

締
6
月
28
日
（
火
）
必
着

申
6
月
14
日
（
火
）
か
ら
男
女
共

同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
電
話
ま
た

は
窓
口
で
※
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
申
込
で
き
ま
す

�（
5
6
8
3
）0
3
4
1

FAX（
5
6
8
3
）0
3
4
0

児童手当所得限度額表
本人限度額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

※所得限度額以上の場合、支給
月額は児童1人あたり5，000円
（特例給付）となります。

扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人

児童育成手当所得限度額表
本人限度額
360万4千円
398万4千円
436万4千円
474万4千円
512万4千円
550万4千円

※所得限度額以上の場合は
受給資格が消滅となります。

扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人


